
─
 30 ─

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

─
 31 ─

議案第５号

鳥取県砂利採取条例の一部を改正する条例

　次のとおり鳥取県砂利採取条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定により、本議会

の議決を求める。

　　令和元年６月７日提出

鳥取県知事　平　　井　　伸　　治　　

　　　鳥取県砂利採取条例の一部を改正する条例

　鳥取県砂利採取条例（平成15年鳥取県条例第73号）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前

─
 29 ─



─  32 ─

（
変
更
認
可
）

第
７
条
　
略

（
変
更
認
可
等
）

第
７
条
　
略
　
　

２
　
法
第
20
条
第
１
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
は
、
認
可
計
画

の
範
囲
内
に
お
い
て
行
う
変
更
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
と
す
る
。

　（
１
）　
地
域
の
名
称
の
変
更
又
は
地
番
の
変
更
に
伴
う
変
更

　（
２
）　
砂
利
採
取
場
の
面
積
の
減
少

　（
３
）　
採
取
を
す
る
砂
利
の
種
類
又
は
種
類
ご
と
の
数
量
の
減
少

　（
４
）　
採
取
の
期
間
の
短
縮

　（
５
）　
採
掘
又
は
切
土
を
す
る
土
地
の
面
積
又
は
深
さ
の
減
少
  

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

─  33 ─

議
案
第
６
号

鳥
取
県
手
数
料
徴
収
条
例
及
び
鳥
取
県
警
察
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
手
数
料
徴
収
条
例
及
び
鳥
取
県
警
察
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
令
和
元
年
６
月
７
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
手
数
料
徴
収
条
例
及
び
鳥
取
県
警
察
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
鳥
取
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
）

第
１
条
　
鳥
取
県
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県
条
例
第
37
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

─  30 ─
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